
1 

 

平成２２年（ネ）第３３０８号  

損害賠償請求事件  

控  訴  人   堀   桂  子  

被控訴人   有限会社キャッツ ･エー ･エム ･シー  

 

控  訴  理  由  書  

平成２２年６月１４日  

東京高等裁判所第１０民事部  御中  

 

控訴人訴訟代理人  弁護士    
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第１  はじめに、本件訴提起の経緯について  

１  原告は、平成１７年８月１８日から２３日までのポン太診

療により被った損害に対する責任追及のため 、平成１８年５

月 ２ ３ 日 に 横 浜 地 方 裁 判 所 川 崎 支 部 へ 訴 訟 提 起 し た （ 以 下

「別訴」という。）。別訴被告株式会社アニマルメディカルセ

ンターが「東京動物夜間病院」、 アニマルメディカルセンタ

ー、動物救急医療センターを営んでいるとし 、別訴において

被告らもこれを認め、被告病院として本件被告も審理されて

いたが、提訴後１年以上経過した時点で、これまでの主張を

別訴において被告がこれを翻した。つまり、１８日の東京夜

間動物病院の経営者は、本件被告  有限会社キャッツ ･エー ･

エム ･シーだと言い出したのである。  

原告は、調査嘱託等により、別訴被告病院のうち「東京動

物夜間病院」の開設者が有限会社キャッツエー・エム・シー

という、被告会社とは別会社であることが判明したことから 、

原告は、平成２０年６月２３日訴変更の申立で有限会社キャ

ッツエー・エム・シーを別訴被告に追加する申立てをした。

ところが、裁判長から管轄が異なるため東京地方裁判所へ提

訴するよう指示があり、平成２０年６月２６日別訴弁論準備

期日に訴変更の申立を撤回し（撤回を裁判所で記録していな

かったことが判明し、平成２１年１０月２１日付で取下書を

提出している。）、改めて有限会社キャッツエー・エム・シー

を 被 告 と す る 本 訴 訟 を 平 成 ２ ０ 年 ７ 月 １ １ 日 に 東 京 地 方 裁

判所に提起した。  

しかし、被告病院「東京動物夜間病院」の診療には 、本件

被 告 と 株 式 会 社 ア ニ マ ル メ デ ィ カ ル セ ン タ ー の 関 与 が あ る
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ことからすると、併合して審理されるのが望ましいため 、別

訴を東京地方裁判所への移送を申し立て、平成２１年１月２

３日付東京高等裁判所の決定により 、横浜地方裁判所川崎支

部から東京地方裁判所へ移送された。  

２  平成２０年１１月１２日付、横浜地方裁判所川崎支部から

東京地方裁判所への別訴の移送決定書（平成２０年 (モ )第９

４号）には、裁判所の判断として次のとおり記載・判断があ

る。  

 「平成１７年８月１８日から同月２３日までに行われたポ

ン太の治療行為の契約主体に関して 、前記前提事実の⑵の

とおり、相手方会社は、当初、同社が東京動物夜間病院の

経営主体であることを認めていたにもかかわらず 、前記前

提事実の⑶のとおり、平成１９年７月１２日本訴の第９回

弁論準備手続期日になって初めて、東京動物夜間病院の開

設者は相手方会社とは別法人であるが 、実質上は一つの病

院と同じように機能しているとして 、実質的には相手方会

社が経営しているかのような主張をし 、さらに、同年１０

月３１日本訴の第１１回弁論準備手続き期日において 、東

京動物夜間病院の経営主体は名目だけでなく 、実質上も相

手方会社とは別主体である旨主張したことから 、前記前提

事実の⑷のとおり、調査嘱託の結果、東京動物夜間病院の

開設者が有限会社キャッツエー・エム・シーであることが

判明し、別訴が提起されるに至ったものの、現時点におい

て、上記ポン太の治療行為についての契約主体が相手方会

社、有限会社キャッツエー・エム・シーのいずれであるの

かいまだに判然とせず、相手方らもこれを明らかにしよう
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としない状況にある。」  

被告病院「東京動物夜間病院」の経営の実態は 、原告が平

成１９年１２月１３日に申し立てた文書提出命令 、および平

成 ２ ０ 年 １ 月 ４ 日 に 申 し 立 て た 調 査 嘱 託 の 回 答 を 待 た な け

れば、解明できない状況にあった。  

３  被告病院「東京動物夜間病院」で診療にあたる獣医師は 、

株式会社アニマルメディカルセンターに出勤してから「東京

動物夜間病院」へ移動し、診察終了後は株式会社アニマルメ

ディカルセンターに戻り日報を提出しており 、株式会社アニ

マ ル メ デ ィ カ ル セ ン タ ー か ら 派 遣 し て い る よ う な 形 で あ る

と、別訴被告の主張があることから 、「東京動物夜間病 院」

の診療行為について、別訴被告会社である株式会社アニマル

メ デ ィ カ ル セ ン タ ー に 監 督 者 と し て の 使 用 者 責 任 が あ る こ

とも疑いのない事実である。  

また、事件直後に、原告がアニマルメディカルセンター病

院 長 に 宛 て た 通 知 書 に 対 し 病 院 側 か ら 原 告 へ 送 付 さ れ た 甲

Ａ４、甲Ａ１２、甲Ａ１８号証からも、株式会社アニマルメ

ディカルセンターも「東京動物夜間病院」の運営に係わって

いることが伺える。  

４  このように、被告らは密接な関係にあり、原告も同一であ

り、診療経過は平成１９年８月１８日に続く２３日までの間

にあって、ポン太は結局２３日に死亡した。従って、本来本

件と別訴とは併合して審理すべきであるが、裁判長はこれを

併合することはしなかった。  

 

第２「第２‐１⑵」「第３‐１  診療経過等」の事実認定の誤り  



5 

 

１  判決書には次のように記されている。  

第２  １  前提となる事実（証拠を掲げていない事実は、当

事者間に争いがない事実である。）  

⑵  診療経過の概要  

   本 件 の 診 療 経 過 の 概 要 は 以 下 の と お り で あ る （ 乙 Ａ

１）。  

ア  平成１７年８月１８日（以下、平成１７年８月につ

い ては 、 原 則と し て 日の み を 記載 す る 。）午 後 ９ 時 ３

０分、原告は、ポン太が、昨日夜から、呼吸が荒く舌

の色が紫色や白色になったりして、ぜーぜーいってい

るとのことで、被告病院を受診した。被告病院は、血

液検査やレントゲン検査等の結果から 、ポン太が肺水

腫、腎不全であると診断し、ポン太を入院させ、翌日、

ア ニ マ ル メ デ ィ カ ル セ ン タ ー に 転 院 さ せ る こ と と し

た。」  

「⑵  診療経過の概要」は、すべて乙Ａ１を証拠として掲げ

てあることから、ここに記されている診療経過は当事者間に

争いがあるということになる。しかし、ここに記されている

ことは被告側の主張そのものでしかない。  

何よりも、原判決が診療経過の概要の証拠に掲げている乙

Ａ１真偽そのものについて当事者間に争いがある 、というこ

とについて判断されていない。乙Ａ１は、別訴において第一

回口頭弁論で提出されず、第一回弁論準備期日にも別訴被告

がカルテを提出しなかったことから 、裁判長から催促をうけ

た別訴被告らが、東京都と神奈川県に所在する開設者が異な

る病院でカルテを共用しているとして 、事件発生後１年以上
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も経過してから提示してきたものの写しである。  

２  「第３‐１」でも、乙Ａ１を証拠に掲げて 、「第２‐１⑵」

をそのまま認定している。  

また、「第３‐１⑸」には、「同病院（被告病院東京動物夜

間病院）では、これら所見から、ポン太が、肺水腫、腎不全

であると判断し、ポン太を入院させ」とあるが、記されてい

る所見には腎不全と診断できるものが 全くない。  

３  事件直後に、原告がアニマルメディカルセンター病院長に

宛 て た 通 知 書 に 対 す る 平 成 １ ７ 年 １ ０ 月 ６ 日 付 回 答 で あ る

甲Ａ１２号証でも明確なとおり、被告病院では肺水腫と診断

したとしかなく、ポン太が腎不全を発症した時期とその原因

は、本件の重大な争点である。  

４  乙３の１を証拠に掲げている「第２‐１ ⑵カ」に 、「午後

１０時過ぎころ、ポン太は、アニマルメディカルセンターに

て死亡した。」とあるが、乙Ａ１には死亡時間の記載がない。  

判決書の診療経過の概要は、被告が主張する診療経過の概

要でしかないばかりか、このように 、証拠として掲げている

乙 Ａ １ に も 全 く 記 さ れ て い な い こ と ま で も が 書 き 連 ね て お

り、事実誤認もはなはだしいところがある。  

 

第３  「第３‐１」の争点に対する判断における診療経過等の 認

定の誤り  

前記したとおり、本判決書では、掲げている証拠に記されてい

な い 被 告 病 院 と 株 式 会 社 ア ニ マ ル メ デ ィ カ ル セ ン タ ー が 開 設 す

る病院における診療について認定しているが、他病院でのポン太

の診療経緯までも、次のとおり裁判所が変貌させて認定するよう
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なことまで行なわれている。  

１  原判決には、平成１５年４月２６日、原告は、ポン太をト

リトン動物病院において、受診させたところ、聴診で僧帽弁

閉鎖不全症の雑音が確認され、アンギオンテンシン変換酵素

阻害薬（ＡＣＥ阻害薬）の処方を受けた（甲Ａ１３）。  

とあるが、証拠に掲げている甲Ａ１３のトリトン動物病院の

カルテに記されているのは、トリトン動物病院において、聴

診 で 僧 帽 弁 閉 鎖 不 全 症 の 心 音 が 聴 取 さ れ た と あ る の み で あ

り、ＡＣＥ阻害薬（エナカルド）の処方を受けたのは 、平成

１５年４月１９日であり、この時に至ってようやく１週間後

に心電図による鑑別検査をすることになった のである（甲Ａ

１６）。  

その結果、平成１５年４月２６日に心電図検査により心肥

大と僧帽弁閉鎖不全症が認められ、聴診でも雑音が聴取され

たことから、ＡＣＥ阻害薬（エナカルド）を常用していくこ

とになったのである（甲Ａ１３ 、甲Ａ１６）。  

２  原判決には、平成１６年８月２５日、原告は、ポン太をト

リトン動物病院において、受診させたところ、甲状腺の機能

の 低 下 が み ら れ る と の こ と で 、 チ ラ ー ヂ ン の 処 方 を 受 け た

（甲Ａ１３）。  

とあるが、証拠に掲げている甲Ａ１３のトリトン動物病院の

カルテに記されているのは、平成１６年８月２２日に 、低体

温から甲状腺ホルモン（Ｔ４）の異常が疑われ 、内分泌検査

のために血液を採取した事実のみである。内分泌検査は採取

した血液を専門検査機関に持ち込んで行われる。平成１６年

８月２５日に、原告が検査結果を聞くためにトリトン動物病
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院を訪ねたところ、ポン太は甲状腺機能低下症であると診断

されてチラーヂンを常用させることになった ものである。  

３  原判決は、平成１７年３月５日、原告は、ポン太をセンタ

ーヴィル動物病院において、受診させたところ、肺水腫と診

断され、ラシックスを１日ごとに５㎎（１／４錠）を処方す

ることになった（甲Ａ１５）。  

とする。この記述は、センターヴィル動物病院のカルテを読

み違えており、誤認である。  

センターヴィル動物病院でのラシックスによる治療歴は、

甲Ａ１５、甲Ａ１６、甲Ａ２０で確認できる。  

裁 判 所 が 採 り 上 げ て い る 平 成 １ ７ 年 ３ 月 ５ 日 前 後 に つ い

て経過を記すと、  

①  膵炎で入院中であった平成１７年２月２８日 、  

ＡＭ９：４５   ラシックス１０㎎静脈内投与  

１０：４５   ラシックス３㎎静脈内投与  

１５：３０   ラシックス３㎎静脈内投与  

と３回ラシックスを注射し 、「肺水腫」治療が開始されて

いる。  

当日退院となったが、その際、ラシックス５㎎（１／４

錠）１日１回７日分処方されている。  

②  平成１７年３月１日にはラシックス１０㎎皮下投与。経

口薬が合わない場合はラシックス注射で通院する。  

③  平成１７年３月３日には 、フォルテコールとラシックス

を時間差で与えていくことになり、注射なし。  

④  平 成 １ ７ 年 ３ 月 ５ 日 に は 、 ラ シ ッ ク ス １ 日 お き に ５ ㎎

（１／４錠）７日分処方され、様子をみることに。  
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裁判所は、この④のみを取り上げ、しかも、センターヴ

ィル動物病院の幅田院長がカルテに記す「１日毎」は 、「１

日おき」のことであるのを 、「１日ごと」としている。  

⑤  平成１７年３月１３日に処方されたラシックスは 、僧帽

弁閉鎖不全症によ り増産される血液 量を調整する目的 で 、

ラシックス５㎎（１／４錠）を１日おきに１日１回投与し

続けていくことになったものであり 、３０日分処方された。 

⑥  カルテ（甲Ａ１５）の再度膵炎で入院した平成１７年４

月１９日部分には 、「☆肺水腫 予防 のため 、点滴は最 大８

０ ml／㎗でお願いします」と 、輸液により肺水腫を発症さ

せないようにとの注意書きがあることからしても 、常用し

て い た ラ シ ッ ク ス が 肺 水 腫 治 療 の も の で は な い こ と は 明

らかである。  

それを、肺水腫と病名の記載のある平成１７年３月５日

の記録だけをとりあげて、以降、東京動物夜間病院に掛か

る ま で 肺 水 腫 の 治 療 が 継 続 さ れ て い た こ と と し よ う と す

るばかりか 、「 １ 日おき」であるの を「１日ごと」で あっ

たことに誤解している。  

何よりも、センターヴィル動物病院のカルテ（甲Ａ１５）

には、平成１７年８月１８日に東京動物夜間病院に掛かる

直 前 の 平 成 １ ７ 年 ８ 月 ６ 日 に 処 方 さ れ た ラ シ ッ ク ス は 、

「ラシックス１／４錠  １日おき１日１回  １５日分」と

記されているのである。  

４  平 成 ２ １ 年 １ １ 月 ３ ０ 日 原 告 が 作 成 し て 提 出 し た 診 療 経

過一覧表は、本来被告が作成すべきものである 。被告側が作

成を怠り訴訟進行に極めて非協力的である ことから、止むを
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得ず原告が作成したものである。  

一覧表の左側の検査・診断・処置は 、被告がカルテにそっ

て記すことになっているため 、それに従い、被告がその時点

において提出しているカルテを参照に記したのであって 、右

側の原告の主張に記されているように、原告がカルテの真実

性を認めているものではない。  

原判決は、カルテの真実性を認めているとしたものか、そ

の 作 成 の 疑 義 の 主 張 が あ る に も か か わ ら ず 何 も 判 断 を 加 え

ていない。  

 

第４  「第３‐２」医学的知見の誤認と医療水準  

「第３‐２  医学的知見」の頭書に連記されている文献に、判決

書に記されていない重要な事項がある。  

１  ⑴犬の心拍数、呼吸数について  

 甲Ｂ ４には 、「 心拍数 および 収縮 力は 、 神経系 およ び内分

泌系によって非常によくコントロールされている。心臓内部

には基礎心拍数を設定している領域（ぺースメーカー）が存

在する。」  

 甲Ｂ ２０の １２ ８頁に は 、「心 拍 数の正 常値は 、ト イ種の

場合７０～１８０」と記載されている。  

２  ⑵肺水腫について  

  ウ  診断  

甲Ｂ２には、「胸部Ｘ線所見が非常に有用な診断法である。

心原性肺水腫  と非心原性肺水腫に分けられる。」「肺水腫

の原因からは、静水圧肺水腫と透過亢進性肺水腫に分類さ

れる。」「体重は、経時的に測定することにより、水和、う
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っ血、体腔液貯留の状況変化を知るための良い目安になる。」

とある。  

甲Ｂ９でもある乙Ｂ２には 、「心電図検査では、心疾患が

原因する場合に  は、異常所見が観察される。」「犬で最も

多い肺水腫は、僧帽弁閉鎖不全症などの心疾患であるが 、

他の基礎疾患との鑑別も慎重に行うことが重要である。」と

の記載もある。  

  エ  治療  

    甲Ｂ９には、「酸素の供給 、水腫の排除、原疾患の治療

あるいは制御が治療の中心となる。マスクあるいは酸素ケ

ージにて酸素の補給を実施し、利尿剤（フロセミド）を投

与する。」「多くの場合短時間でびまん性に進行することか

ら、経時的にＸ線撮影をすることが望ましい。」「治療 、特

に利尿剤の効果を知る上で、経日的にＸ線撮影を実施して

評価をすることが重要である。」とある。  

３  ⑶腎機能について  

甲Ｂ６ に 、「 腎疾 患は低 比重 の一 因 である が 、 水分 過 剰摂

取、利尿薬投与、輸液といった他の多くの因子も考慮しなけ

ればならない。」とある。  

局博一ら監訳『小動物の心臓病学  基礎と臨床』２００３

（平成 １５年 １１ 月１０ 日発行 、 甲 Ｂ３） には 、「 フ ロセミ

ドの投与後はわずかに尿のＰＨが下がる。尿比重はだいたい 、

約１． ００６ ～１ ．０２ ０くら いの 範囲に 減少す る。」とあ

る。  

４  ⑷腎不全について  

 ア  意義  
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甲Ｂ５には、「腎不全は、ＧＦＲ（糸球体濾過率）の低下

と い う 共 通 し た 病 態 を 表 現 す る た め の 臨 床 上 の 診 断 名 。」

「腎不全の進行速度から、急激に発症して回復の可能性が

ある急性腎不全と、進行速度が遅いが非可逆性の慢性腎不

全に分けられる。」「急性腎不全は、腎前性腎不全、腎性腎

不全、腎後性腎不全分類される。」。とある。  

  イ  症状  

 甲Ｂ９には、「急性腎不全は、数時間から数日の経過で 、

腎機能に重度な障害が生じる。体内の老廃物が十分に排泄

されず、体液の恒常性が保たれなくなり急速に尿毒症に移

行し、放置されれば死に至る。」と記載されている。  

    甲Ｂ２には、「腎血流量の減少と腎血管の収縮は急性腎

不全の原因となる。」「平均血圧が６０㎜ Hg 以上あれば腎

血流量は調節されるが、それ以下に低下した場合は徐々に

虚血が起こる。」とある。  

  ウ  治療法  

    甲Ｂ９には、「診断基準として、ＢＵＮ（８０㎎／㎗以

上）、クレアチニン（２．５㎎／㎗以上）、リン（６～８㎎

／ ㎗ 以上 ）、 ア シ ド ー シス （ 重 炭 酸 濃 度 が１ ８ ｍ Eq／ ℓ以

下）。」「尿比重は腎性腎不全の場合は１．００８～１．０

２９の範囲、腎前性では濃縮される。」  

「特に心不全、肺水腫、浮腫の疑いがある症例では輸液過

多にならないようＰＣＢと尿量をモニターする。」  

「利尿効果が認められない場合は、腹膜透析もしくは血液

透析を行う。」  

「早期治療が重要であり、発症後の経過時間が短いほど治
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療効果がある。」との記載もある。  

甲Ｂ２には、「尿素窒素の値のみで腎不全を評価すると誤

る可能性がある。」「尿素窒素は 、摂取蛋白質の量や質によ

っても健常で１０～２５㎎／㎗上昇することがある。」と記

載されている。  

５  ⑸僧帽弁閉鎖不全症について  

甲Ｂ２ には 、「僧 帽弁の 粘液 腫様 変 性に伴 う弁 の逸 脱 によ

って僧帽弁逆流を  起こす例が多い。」「僧帽弁逆流の治療は 、

症状と胸部Ｘ線、心エコー図や心電図からの左房左室の拡張 、

僧 帽 弁 逆 流 の 程 度 、 肺 の う っ 血 状 態 な ど を 総 合 し て 決 定 す

る。」「一般的に用いられている薬物は、利尿薬、血管拡張薬、

ＡＣＥ阻害薬および陽性変力薬である。これらの薬物の組み

合わせ は 、個 々の 動物の 病態に より 異なる。」 と記 載 されて

いる。  

 ６  原判決は、これらの点について原告の指摘に関わらずこれ

を見落とし、結論に都合の良い 部分 だけを取り上 げて いる。 

 

第６  事実誤認  

 前記した点を踏まえ検討すれば、裁判所の判断は結論が異なっ

てくる。  

１  第３‐１⑸の原判決の判断の誤り  

 原判決は、原告は、乙Ａ第２号証のレントゲン写真は、ポ

ン太のものではないと主張するけれども 、乙Ａ第２号証のレ

ントゲンフィルムには、「‘０５  ８／１８（２１：４５）堀

ポン太  １００×０．０３×５１」と記載され 、ポン太のレ

ントゲン画像であることが明示されている上 、原告が主張す
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る甲Ａ第２２号証との違いも、何ら医学的な根拠に基づくも

のでないこと から すれば 、原告 の主 張は到底採用 でき ない 。 

  としているが、  

  原告は、次に記すように、ポン太のレントゲン映像の特徴を

説明している。  

別訴において、裁判所に留置されていた乙Ａ２号証である

別訴乙７号証のフィルム原本と、平成１６年１１月２３日に

撮 っ た レ ン ト ゲ ン と し て 同 じ く 留 置 さ れ て い た 別 訴 乙 ８ 号

証を謄写したもの（甲Ａ２５号 証 、 甲Ａ２６号証 ）も 含め 、 

「各レントゲン写真の骨格 、特に首の骨の太さ長さを比較

すれば、  

①  甲Ａ２２号証の被写体と乙Ａ２号証・甲Ａ２５号証

の被写体は同一のものではない。  

②  被告側から出されている２枚のレントゲン写真を比

較すると、乙Ａ２号証・甲Ａ２５号証の被写体と別訴

乙８号証・甲Ａ２６号証の被写体は同一のものではな

い。  

③  甲Ａ２２号証の被写体と別訴乙８号証・甲Ａ２６号

証の被写体は同一のものである。  

   という判定ができる。  

甲 Ａ ２ ２ 号 証 は ポ ン 太 の も の で あ る こ と が 明 ら か な も

のであることから、乙Ａ２号証・甲Ａ２５号証はポン太の

ものではない。  

ポン太のレン トゲ ン写真には 、 病歴 による特徴が ある 。 

ポン太は、平成１５年７月１５日にトリトン動物病院で

気管虚脱と診断さ れている（甲Ａ１ ３号証）。その 時 のラ
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テラル像のレント ゲン写真（甲Ａ２ ２号証）と 、 被告 が 、

平 成 １ ６ 年 １ １ 月 ２ ３ 日 に 撮 っ た も の で あ る と 提 示 す る

レントゲン写真（別訴乙８号証・甲Ａ２６号証）は 、気管

虚脱により変形した気管の映像が一致している。それに比

べ乙Ａ２号証・甲Ａ２５号証の気管は 、軟骨の歪みもなく

何の異常もみられないものである。  

また、平成１５年７月１５日に撮られたＤＶ像のレント

ゲン写真（甲Ａ２７号証）からも乙Ａ２号証・甲Ａ２５号

証がポン太のものではあり得ないことが判る。ポン太の左

前脚には、平成７年７月に骨折した際にプレートが入れら

れており（甲Ａ２ ８号証）、その プ レートが甲Ａ２７ 号証

では確認できるが、被写体が肘を曲げた状態で撮られてい

る乙Ａ２号証では、ちょうどプレートが写っているべきと

ころから不自然に画像が途切れているのである。  

乙Ａ２号証のフィルムを確認すると 、画像が途切れてい

るあたりには故意に暈かしを入れたためか 、暈かされてい

る部分に薄っすらと映像があることが判る。乙Ａ２号証・

甲 Ａ ２ ５ 号 証 は ポ メ ラ ニ ア ン よ り も 首 が 短 く 太 い 犬 種 の

レントゲンのようで、首の先の暈かしはじめの部分に顔の

映像がみられる。被告は、ポン太のレントゲン写真であれ

ば写っているべきプレートが乙Ａ２号証・甲Ａ２５号証に

は写っていないことを隠すため 、また、ポン太のものとし

て は 顔 の 位 置 が 違 っ て い る 映 像 を 隠 す た め に フ ィ ル ム に

暈かしを加えた。」  

と、ポン太の病歴と骨格による判別について述べている。  

マ ジ ッ ク で 書 き 込 む こ と な ど 裁 判 所 へ 提 示 す る 直 前 で も
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行えることであり 、レントゲンフィルムにマジックで「‘０

５  ８／１８（２１：４５）堀ポン太  １００×０．０３×

５１」と記載されていることだけをもって 、乙第７号証のレ

ン ト ゲ ン 写 真 を ポ ン 太 の も の で あ る と す る 裁 判 所 の 判 断 こ

そ、何ら医学的な根拠に基づいていない。  

２  第３‐３⑵における原判決の認定の誤り  

   原判決は、「原告が主張する血液検査の結果は 、転院後の

アニマルメディカルセンターでの検査数値であって 、被告病

院 が ポ ン 太 を 転 院 さ せ た こ と が 適 切 か 否 か を 論 じ る の は 相

当とはいえない。」  

としている。肺水腫は、水腫に見合ったフロセミドを静脈内

投与することで一刻も早く軽減させる必要があることから 、

治 療 効 果 の 確 認 が さ れ て い な け れ ば な ら な い に も か か わ ら

ず、被告病院では転院させる前に検査を行っていなかったこ

とから、１９日に転院した直後にアニマルメディカルセンタ

ーで実施された血液検査結果から、転院時の状態を推理する

しかないのである。  

転院前に検査が行われ、肺水腫の軽減が確認できていれば、

転院し入院を続ける必要はなかった。  

３  第３‐４⑵における原判決の認定の誤り  

   原判決は、「腎臓の評価としては、血液検査のみでなく 、

尿検査を行うことが通常であるとされ 、そのような検査結果

等 を 総 合 し た 上 で 判 断 す べ き も の と 考 え ら れ る こ と か ら す

ると、被告病院が、ポン太に対し、尿検査を実施したことが

過失であるということはできない。」  

としている。しかし、尿検査は輸液や利尿剤の投与により正
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確な数値を得られないことから、尿検査は治療開始前に行う

こととされている（甲Ｂ３号証）。  

 原判決は、尿検査が適切に行われたかどうかさえも検討せ

ずに、腎臓の状態について判断している。  

４  第３‐５⑴における原判決の認定の誤り  

原判決は、原告は、ラシックスの投与量について、１日お

きに５㎎（２０㎎錠を１／４と説明したにもかかわらず 、被

告病院のカルテには 、「Ｌａｓｉｘ１／４Ｔ  ＳＩＤ」と記

載し、  

被告病院が、カルテに原告の申し出どおりの記載をしなか

ったからといって、それが直ちに過失に当たるということは

できない。  

としている。  

問診結果に基づき、検査そして治療法を決定していくこと

になることは当然のことである にもかかわらず、原判決は聴

取したとおりにカルテに記載する必要はないという。裁判官

のこの認識からすると、カルテには現実と異なることが記載

されているということにさえなる。  

常用薬については薬剤現物と投与量を記したメモ（甲Ａ２

１）を提示して説明していたにもかかわらず 、カルテには 、

「ラシックス１／４錠  １日１回」としか記されていない。

何㎎錠の錠剤の１／４なのか不明で 、これでは投薬量がわか

らない。  

このことからも、被告病院のカルテの真偽に疑いがあるこ

とが明らかである。  
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第７  併合されなかったことによる様々の不都合について  

 １  原審において、口頭弁論期日には併合され 、原 ･被告本人

尋問が行われると思われていたが、証拠調べ時に裁判長から、

原 告 の 尋 問 を １ ８ 日 と １ ９ 日 以 降 と に 分 け て 行 う よ う に 指

示され、そのまま併合せずに進められた。  

そして裁判長は 、「病院長の話しから 、裁判所は東京動物

夜間病院の契約主体について判断したいと思います ので、文

書 提 出 命 令 お よ び 調 査 嘱 託 の 申 立 て は 採 用 し な い こ と と し

ます。」とし、結審してしまった。  

併合されなかったため、相互に本人尋問の結果を証拠とす

るために証拠提出と共に 弁論再開の申立てをした。しかし 、

この申立てについて触れることなく判決が言い渡された 。  

２  別訴が東京地方裁判所へ移送されてからも 、別訴被告らは

非協力的な態度をとり続け、平成１９年１２月１３日第１２

回弁論準備期日に裁判所から釈明を求められていた「東京動

物夜間病院」でのポン太の治療行為についての契約主体につ

いて明らかにしなかった。  

被告らが非協力的であることは 、移送決定書に明示されて

いたのであるから 、「東京動物夜間病院」の契約主体を明確

にすることに努めなければならなかった。  

診療契約の当事者が実際に誰で、獣医師の使用者が誰であ

るか判然としないまま本件訴は結審され、かつ、別訴では平

成 １ ７ 年 ８ 月 １ ８ 日 の 獣 医 師 の 診 療 行 為 を 除 外 し て 判 断 す

るような事態を招き、そのために審理不尽、事実誤認を数々

展開することになった。念のため、別訴における控訴理由書

を添付する。  


